
◎基本情報

主

副

○ 対象 ● 対象外 ○ 対象 ● 対象外

● 経常経費 ○ 臨時的経費

○ 内部管理　　 ○ 法定経費 ○ 指定管理

○ 直営　 ● 一部委託 ○ 全部委託　 ○ 補助助成　 ○ その他

◎事業費

計（事業費＋人件費） 57,526 61,236 59,425 62,550

事業費

の内訳

令和3年度決算

〇札幌市街区基準点測量（街区基準点の復元）３６，９６５千円
〇公共基準点維持管理１，９２５千円
〇修繕費３，２５５千円

令和4年度予算

〇札幌市街区基準点測量（街区基準点の復元）３１，９３０千円
〇１・２級基準点測量（公共・街区基準点の移点）３，３００千円
〇公共・街区基準点補修５００千円
〇公共基準点維持管理８，１００千円

人工 2.0 2.4 2.4 2.6

人件費 14,400 17,280 17,280 18,720

事業費 43,126 43,956 42,145 43,830

うち特定財源 275 14 23 18

（単位：千円）

令和2年度決算 令和3年度予算 令和3年度決算 令和4年度予算

0 年度

関連法令・条例・
要綱等

国土調査法、不動産登記法、測量法、札幌市公共測量作業規程、札幌市公共基準点の管理に関する要綱、札幌
市街区基準点管理保全要綱

他都市の状況

他都市も本市と同様の維持管理を実施している。

実施結果

・街区基準点の復旧
　街区三角点６点、街区多角点１３２点
・公共基準点の復旧
　新設２点
・公共基準点の巡視点検
　巡視点検２６４点

事業実施における
工夫点

基準点が多ければ測量事業の実施性が向上する反面、復旧・維持管理費用が増大することから、適正な設置数
を検討し、復旧・保全点数を抑制している。

対象者 土地の測量を必要とする市民、地方公共団体 開始 0 年度 終了

事業の性質

事
業
内
容

実施形態

目的

短期

私有地、学校や公園敷地を占用し設置した公共基準点について、その土地所有者から、土地利用上の支障など
による移設の要請により行うものである。
公共基準点の状況を把握するため巡視点検を行う。

長期

公共基準点や街区基準点の滅失や破損等により使用することを認められない異常個所（以下「故障点」という。）
の復元、改測や検測（公共基準点の石標が残っているものの再測量）を行う。

取組内容

・公共基準点の、滅失や破損等により使用することを認められない異常個所(以下「故障点」という。)の復元、改測
や検測(公共基準点の石標が残っているものの再測量)を行う。
・街区基準点の道路工事等で支障となり廃止した点や破損等により使用することを認められない街区基準点の復
元、改測を行う。
・公共基準点の状況を把握するため、巡視点検を行い、故障点が発見された場合には復旧を速やかに行う。
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◎検証（振り返り）

□ 企画 □ 実施 □ 評価 ■ 対象外 □ 回答 □ 反映

● A ○ B ○ C ○ 評価省略対象事業・前年度実施なし

千
円

● A ○ B ○ C ○ 評価省略対象事業・前年度実施なし

○ 改善 ● 現状維持 ○ 休止・廃止

○ 拡充 ● 現状維持 ○ 縮小 ○ その他

千
円

今回の評価

評価の理由
復旧を順次進めているものの、最低限復旧が必要な街区多角点がまだ残っていることから、現状のまま復旧
を続けていく必要がある。

次年度の
取組の
方向性・
改善内容

事業
内容

引き続き街区三角点と街区多角点の復旧を進めていく。

予算
事業を継続的に進めていくためには、令和４年度まで同程度の事業
費が必要となる。令和５年度以降は、亡失状況の確認を行いつつ、適
正な維持管理を進めていく。

見直し効果額 0

前回の評価

今年度取り組んだ
見直し内容

亡失の多い街区多角点について、復旧の必要性を検討し、最低限復
旧が必要な基準点を抽出した。 見直し効果額

（前年度）
0

市民参加の実施 市民参加結果への対応

今後の改善点

常に基準点の状況を把握し、点数や成果の精度を適切に維持することが、測量事業の実施性の保持、維持
管理費用の軽減につながることから、効率的かつ正確な管理方法を構築していく。

事業の実施手法
（事業の効率性、

実施主体は適切か）
A

基準点の復旧測量は、衛星電波を利用したＧＮＳＳ測量で行っており、測量成果の精度が非常に
高く、作業効率が高い方法で行っている。
また、測量業務は、すべて測量業者への委託（一般競争入札）で実施しており、実施主体は適切
である。

対象者の満足度
（対象者のニーズ
に応えているか）

A

測量には、位置情報が確定している基準点が不可欠であり、基準点の数の多さや密度の高さが、
作業の容易さや費用の軽減につながることから、復旧を進めていくことで、測量事業の実施性が
向上する。

事業の成果
（目的をどの程度
達成できたか）

A

街区三角点を６点（残６点）、街区多角点を１３２点（残８３９点）を復旧し、札幌市公共基準点とし
て、合計１００５点を保全している。

事業規模
（事業ボリューム

は適切か）
A

現状のまま復旧を続けていくことにより、街区三角点は、ほぼ全点の復旧が完了し、街区多角点
は、残点数が多いものの、復旧の必要性を検討し、優先度の高い点から復旧を進めており、最低
限必要な基準点は、令和４年度までに復旧を完了できることから、事業規模は適正である。

８４０点 １００５点 １００５点 １１１４点

項目 判定 理由

８４５点 ８３９点 ７３６点

成果指標２

指標名 公共基準点の点数

令和2年度実績 令和3年度目標 令和3年度実績 令和4年度目標

２点 ０点

成果指標１

指標名 街区基準点の亡失点数

令和2年度実績 令和3年度目標 令和3年度実績 令和4年度目標

９８３点

１０９点

活動指標２

指標名 公共基準点の故障点復旧

令和2年度実績 令和3年度予定 令和3年度実績 令和4年度予定

３点 ２点

活動指標１

指標名 街区基準点の亡失点復旧

令和2年度実績 令和3年度予定 令和3年度実績 令和4年度予定

１０６点 １３８点 １３８点


